
（ ）
年 月 日

実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

審議事項

・再整備の方針（備える機能、整備手法、事業期間、公費負担）について
・再整備スケジュールについて

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。

事業効果
総合計画との関連

事業効果
・地域資源を活かし、本市が望むような施設の再整備が可能
・民間活力の導入により魅力ある施設にすることで観光客の増加を見込める
・再整備期間中における現行機能の維持による観光振興の衰退や利用者離れなどを防ぐ。

効果測定指標 地域と連携し観光人材の確保・育成 施策番号 28

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

（様式１）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和７ 12 24

年度

年度

案 件 名 津久井湖観光センターの再整備について

所　　　管 市長公室
局
区

政策 部 観光政策 課 担当者 内線

事案概要

県から移譲を受けた「津久井湖観光センター」の再整備に係る整備方針（現行施設の除却を含む）について諮るもの

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工

民間活力

導入可能

性調査

仮設店舗設置・営業

（現行機能維持）

既存埋設物

等調査

公募

準備

公

募

現行

施設

除却

観光案内所

物販

運営方法検討

新施設の管理運営

庁
議

設計、建設
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備　　考

資料のカラーユニバーサルデザイン確認済み

神奈川県 県から市へ土地・建物を所有権移転（施設機能の維持が条件）

調整会議（Ｒ７．１０） 津久井湖観光センターの機能等について（承認）

関係課長打合せ会議（R7.12）
津久井湖観光センターの再整備について（出席課：政策課、経営監理課、総務法制課、財政
課、アセットマネジメント推進課、公共建築課、緑区役所区政策課、緑区役所地域振興課、津
久井まちづくりセンター）

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

決定会議（R７.2）
津久井湖観光センターの移譲に向けた県との覚書の締結及び再整備に向けた具体的な検
討について（承認）

神奈川県 「津久井湖観光センターの譲渡に関する覚書」を締結

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 資料提供 令和８年３月

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期

〇

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇 〇

必要な人工 C=A-B 1 1 1 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A 1 1 1

項目 R７ R８ R９ R１０

捻出する財源概要
R9まち・ひと・しごと創生基金
R10～土地賃借料、建物賃借料相当費用（管理運営者からの還元を想定）

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

2,730 2,730 2,730

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 40,391 35,203 315,446 △ 361,042

捻出する財源※２

うち任意分 40,391 35,203 315,446 2,730 2,730 2,730 2,730

5,570

一般財源 40,391 35,203 315,446 △ 361,042 2,730

その他 71,000 5,570

2,730 2,730

特
財

5,570 5,570

地方債

国、県支出金 50,000 363,772

うち任意分 40,391 85,203 386,446 8,300 8,300 8,300 8,300

事業費（　　　　　費） 40,391 85,203 386,446 8,300 8,300 8,300 8,300

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

○事業経費・財源

○必要人工

R9以前の経費に係る県負担金の納入がR10になる

ことから、R10は歳入超過の状況となっている。

2 / 3 ページ



（庁議結果）

【道の駅の検討について】
○（マーケティング課長）本施設は道の駅の候補地となっているが、２４時間利用可能な駐車場やトイレの設置要件等、道の
駅となった場合に対応が可能か。
→（観光政策課長）道の駅となる場合、必要な駐車場台数やトイレの基数などに課題があると認識しているが、本事業の検討
においては、敷地内で備えることが可能な範囲で、備える機能を検討している。

【整備手法の整理について】
○（総務法制課長）情報発信機能について、公共機能として市が一定責任をもって関与することが望ましいとされている
が、県からの土地・建物の移譲にあたり、県北部の広域観光拠点として公用、公共的な利用を図るとあり、重複した記載と
なっていないか。
→（観光政策課長）ご指摘のとおりであることから、資料を修正する。

【概算事業費について】
○（財政課長）令和８年度予算で見込んでいる除却費は県の費用負担と見込まれているが、事業者への支払いは市が行う形
となるのか。
→（観光政策課）除却費を市が事業者に支払いを行う。県負担金は、令和８年度内に県からの歳入を見込んでいる。

【事業スキームについて】
○（政策課長）事業スキームの検討において、ＰＦＩ方式等も検討していたと承知しているが、定期借地権方式と比較した際に
主な違いはどのような部分であるか。
→（観光政策課長）ＰＦＩ方式は、建物の所有権が市であり、定期借地権方式は所有権が民間にあることから、民間専有部分に
ついては、市の関与がなく、民間の責任において管理・運営を行っていくという点が異なる。
○（政策課長）３０年という事業期間において、事業者が倒産になるなど、事業の継続が困難となった場合の救済措置等は
どのように考えているか。
→（観光政策課長）事業者選定において、応募事業者が事業期間における安定的な運営が可能であるか、経営状況や財政状
況を審査していく。また、事業期間においても定期的なモニタリング等を行うなど、必要な対応を図っていく。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.12.9 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

3 / 3 ページ



決定会議

津久井湖観光センターの再整備について

令和７年１２月２４日
市長公室 政策部 観光政策課

目次

１ 概要・経過について
２ 新観光センターの機能について
３ 整備手法の整理について
４ 運営主体の整理について
５ 概算事業費について
６ スケジュールについて
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（１）津久井湖観光センターの概要
所在地 相模原市緑区太井１２７４－２（県立津久井湖城山公園 花の苑地内）
設置年月日 昭和４３年１０月３１日（昭和４４年３月供用開始）
使用用途 観光客の休憩、地域特産品販売、観光情報、トイレ無料提供
構造等 ＲＣ造２階建て 敷地面積1,050㎡、建物面積 619.11㎡
用途地域 用途地域指定なし
建ぺい率／容積率 ５０％／１００％

（２）経過
〇 令和７年３月３１日までは、県が所有する土地・建物を市が無償で借り受け、津久井観光協会へ管理運営を委託
〇 市から・県・市で「津久井湖観光センターの譲渡に関する覚書」を締結（令和７年２月）
〇 県から市へ土地・建物を所有権移転（施設機能の維持が条件）※津久井まちづくりセンターで管理
〇 市から使用貸借契約により津久井観光協会が施設を使用（令和８年１月３１日まで）
〇 新観光センターが備える機能等について検討
〇 民間活力導入可能性調査の実施（最適な事業スキーム、事業の実現可能性等に係る調査）
〇 再整備期間中に係る現行機能維持に向けた仮設店舗の設置（本年度中に設置予定）

１ 概要・経過について

・赤枠内が津久井湖観光センター敷地
・隣接は県立津久井湖城山公園
・接続道路は国道４１３号
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２ 新観光センターの機能について

・観光情報の発信及び地域特産品の販売機能を担い、
更なる充実を図る施設

・津久井地域への観光交流の入口として、来訪者に
向けてより一層の魅力づくりを進める施設

第３次相模原市観光振興計画

日本のポトマック河畔構想
「津久井湖周辺観光将来ビジョン」（地域の任意計画）
・地域観光の拠点
・「やすらぎ」「にぎわい」「発信」の役割

・県立公園に囲まれ、津久井城址に隣接し、
津久井湖を間近に望む、国道沿いの
絶好の立地

・津久井湖観光の拠点ではあるが、
周遊手段が確保されておらず、来訪者も
伸び悩み

・情報発信機能が脆弱
・地域資源を活かし切れていない
（津久井城址、尾崎咢堂生誕地など）

・観光施設等の環境整備
・周遊型観光の推進

緑区観光振興プログラム

位置づけ 現状・課題

情報発信機能の強化
〈観光案内所の設置〉

既存機能の充実
（特産品販売）

周辺地域の周遊基地
魅力向上に資する
民間施設の併設
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２ 新観光センターの機能について

〇観光情報誌の配布・観光案内
一見客を含む利用者に最前線の観光情報を魅力的に紹介し、
滞在・周遊のきっかけとする。

〇イベント開催など
観光コース開発やイベント実施等を通じて観光誘客を推進

〇ＳＮＳによる情報発信
ＰＲ動画等のＳＮＳ発信により、観光誘客を推進

〇関係団体等との相互連携など
中山間地全体の観光情報を集約し、観光資源の発掘・
磨き上げや観光事業の企画立案等に繋げる。

情報発信機能の強化〈観光案内所の設置〉

○津久井地域の特産品の販売
既存機能を維持し、特産品の販売を通じたＰＲを行う。

○市内全域の特産品に拡大・充実
ｓａｇａｍｉｘや各観光案内所と協力・連携し、市内他
地域の特産品の販売を通じたＰＲを行い、他地域への誘客
にも繋げていく。また、ノウハウや各種情報の共有などを
通じて、相乗効果を図る。

○特産品の発掘・開発
関係団体や各物産店等と協力・連携し、新たな特産品の
発掘や開発などを行う。

既存機能の充実（特産品販売）

○周遊拠点機能
レンタルｅ－バイクのステーションを設置し、公共交通
機関や車で来た観光客が手軽に周辺の観光資源にアクセス
できるような周遊手段を用意

○コース開発やツアー実施
周遊コースの開発により、土地勘のない観光客が手軽に
利用しやすくなるよう工夫する。また、周辺観光資源も
含む地域全体について、現地案内による魅力創出を図る。

※ 利用状況に応じて順次、周辺施設のステーション
設置も検討

周辺地域の周遊基地

○集客施設として
交通量の多い国道沿い・県立公園に隣接・津久井湖畔を
望めるといった絶好の立地を活かし、継続した集客を見込
めるような飲食事業者等を誘致

○休憩機能として
観光客及び立ち寄り客の休憩所として利用いただき、
観光案内に繋げていく。

○賑わいの創出
観光機能、公園、当該施設が相互に連携し、利用者が周辺
地域を含んで流動し、賑わいの創出に繋げる。

魅力向上に資する民間施設の併設
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３ 整備手法の整理

【施設全体の在り方について】

●「公共施設の保全・利活用基本指針（平成２５年１０月策定） 」における公共施設の在り方を踏まえた検討 【民間所有】

新規の公共施設を整備する場合には、官民連携手法の適用を検討しながら、市として保有する公共施設の延べ床面積を縮減する
ことを念頭に置いているため、施設の所有形態として「民間」であることが望ましい。

●現行施設の耐震性等の課題を踏まえた施設閉鎖及び新観光センターの早期供用開始を目指した事業手法の検討【一体的発注】

契約手続きの簡易化や業務の一体性（設計・施工・維持管理・運営に係る一括発注など）が確保される事業スキームが望ましい。
また、現行施設の除却に当たっては、新施設の整備内容を踏まえた効率的な除却が可能な点や、業務の一体性を確保することに
よる工期の短縮などを踏まえ、現行施設の除却から新施設の整備を一体的に発注することが望ましい。

【各導入機能について】

●現行機能の維持を前提とした県からの土地・建物の譲渡 【公共的利用を維持】

施設機能の維持（観光情報の発信、地場産品等の販売）を前提に本施設の移譲を受けており、「津久井湖観光センターの譲渡に
関する覚書」においても、「相模原市域を中心とした県北部の広域観光拠点として、公用、公共的な利用を図る。」と規定され
ている。

民間活力導入可能性調査中間報告より
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４ 事業スキーム（案）

○定期借地権方式
民間保有＋民間運営による方式であり、民間事業者による裁量が高いのがメリットの一つである。

本事業については、民間ノウハウを最大限活用し、観光センター施設及び周辺施設を含んで賑わいを創出するとともに、継続し
た集客を期待しつつ、観光案内所や物販機能の長期的な公共性を確保していく必要があることから、本事業の特性と「公共施設
の保全・利活用基本指針（平成２５年１０月策定）」等を総合的に勘案し「定期借地権方式」とする。

市 代表企業
定期借地権設定契約

事業契約

市
建物賃貸借契約
（観光センター機能）

設計企業

建設企業

維持管理企業

入居テナント
（併設民間施設）

運営企業

解体工事請負、設計委託、
工事請負、維持管理委託、

運営委託など

解体事業者

観光案内所

建物整備・運営事業者

民間活力導入可能性調査中間報告より

物販機能
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４ 事業スキーム（案）

建物：民間が整備し所有

土地所有：市

定期借地：民間貸付

２Ｆ民間施設部分
（レストラン、共用部等）

建物整備・運営事業者

１Ｆ（市が借り上げ）

物販案内所

債務負担行為設定

建物整備・運営事業者
公募・選定

設計協議 除却

建設工事（躯体等）

建設工事(内装 外構等)

【施設全体】

供用開始

仮店舗解体

建物整備・運営事業者公募
【公募の主な条件】
○事業者は建物の整備（現行施設の除却を
含む）、所有、運営を担う。

○観光案内所、物販機能に係る必要面積を
１階に配置し、市が借り受ける。

○２階は、県立公園と親和性の高い施設を
事業者が提案し、運営する。

○事業期間は３２年間
（整備２年、運営３０年）

【市の実施内容】
１階の案内所・物販の運営

【民間事業者の実施内容】
○建物全体（市借り上げ部分も
含む）の維持管理

○２階民間施設部分の運営
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※整備イメージと事業期間について

建築面積
525㎡

至 駐車場

至 湖畔

e-バイク
ステーション

国道４１３号

観光案内所

共用部
トイレ・階段等

特産品販売

２Ｆ 民間店舗
（トイレ、階段等含む）

屋上 展望広場

階段室

○ 民間活力を活用して建物規模は拡大しつつ、市利用面積は現行施設以下とすることで市費負担を抑制する。
○ 事業用定期借地は期間３０年間

※ 実際の施設配置等については、今後の事業者提案による

○ 事業費算出に伴う整備イメージについて

施設規模イメージ【延べ床面積：1,050㎡】

525㎡２階525㎡１階

490㎡
民間提案機能（飲食
事業等）

90㎡観光案内所

35㎡
トイレ、共用部（階
段・ＥＶなど）

260㎡
特産品販売
（現施設と同面積）

175㎡
エントランス、トイ
レ、共用部（階段・
ＥＶなど）

民間活力導入可能性調査中間報告より
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５ 概算事業費について

民間事業者
公費負担

項 目
市負担県負担

〇除却に係る既存埋設物調査

調査費用
〇民間活力導入可能性調査

〇アドバイザリー契約

〇地質調査／測量調査

〇解体設計費用
設計費

〇※１〇新設施設に係る設計費用

○※１〇共通仮設費

工事費 〇除却工事（アスベスト撤去・埋設物撤去含む）

〇※１○※２〇建築工事（電気設備工事、機械設備工事を含む）

〇※３〇※３人件費

維持管理運営費 〇※３〇※３諸経費

〇※３〇※３什器等調達・更新費

※１ 民間併設施設分について、民間事業者負担
※２ 市専有部分に係る内装の充実等、既存施設の拡充に当たる費用は市の負担
※３ 市専有部分は市が負担、民間併設施設分は民間事業者負担、エントランス等の共用部分は按分

○ 費用負担について
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５ 概算事業費について
（千円）○総事業費（事業期間想定：３０年間）

備考民間市県合計項目

0167,1000167,100歳入

敷地全体に係る賃借料（民間負担）※年2,970千円089,100089,100土地賃借料

建物賃借料を運営管理者等から還元を想定 ※年2,600千円078,000078,000建物賃借料相当分

再整備：1,004,000千円 運営：249,000千円 仮設：66,040千円533,000372,268413,7721,319,040歳出

R8歳出0050,00050,000除却費（現行施設）

埋設物調査、民活調査、公募経費など
（うち9,277千円予算措置済） R7・8歳出

025,3804,62030,000調査費

まち・ひと・しごと創生基金の活用を想定 R9歳出23,0005,00012,00040,000設計費

まち・ひと・しごと創生基金の活用を想定 R9歳出475,00066,000283,000824,000工事費

事業終了後の除却費用 R39歳出35,00025,000060,000除却費（新施設）

観光案内所の人件費、保守点検、光熱水費等 ※年3,900千円0117,0000117,000運営費

観光案内所、物販機能、共用部按分負担 ※年4,400千円0132,0000132,000建物賃借料

仮設店舗リース料（24か月）0064,15264,152仮設リース料

仮設店舗の警備委託経費（24か月）01,78201,782仮設機械警備委託

仮設店舗のAEDリース料（24か月）01060106仮設ＡＥＤリース料

533,000205,168413,7721,151,940歳入歳出差引

【市費負担内容】
再整備工事：民活調査や公募経費などの調査費、拡充機能（観光案内所内装充実、ＥＶ設置）に係る工事費
維持管理運営費用：観光案内所の運営委託料、使用床分（共用部は按分）の建物賃借料
年間費用負担：2,730千円（建物賃借料年4,400千円＜歳入5,570千円、余剰額を運営費3,900千円に充当）

民間活力導入可能性調査中間報告より
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６ スケジュールについて

Ｒ10年度Ｒ9年度Ｒ8年度Ｒ7年度

庁
議

仮
設
店
舗
設
置

仮設店舗営業（現行機能維持）

公募準備 事業者公募

設計・再整備

供
用
開
始

管
理
運
営

（
津
久
井
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
）

観光案内所、物販に係る運営方法検討

現行施設除却



第２２回 決定会議 議事録                   （様式４） 

 

○開催日 ：令和７年１２月２４日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：津久井湖観光センターの再整備について 

○担当課：市長公室 政策部 観光政策課 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 ■総務局長 ■財政局長 ■シビックプライド担当部長 ■財政部長 

■緑区副区長 ■中央区副区長 ■南区副区長 ■総務法制課長 ■財政課長 

 

（担当課） 

■政策部長 ■政策課長 ■観光政策課長 

 

 
 

(１)主な意見等 

〇( シビッ ク プラ イ ド 担当部長) 他都市等において、定期借地権方式の導入事例はあるか。また、

当該事業スキームにおけるデメ リ ッ ト はあるか。  

→( 観光政策課長) 他都市の導入事例はある。 また、 本市において、 普通借地権による事業では

あるが、本市のアート ラ ボはし も と が類似事例である。デメ リ ッ ト と し て、建物賃貸借によ

る事業実施のため、自由度が低く なるこ と や、事業期間終了後に除却を前提と ているこ と か

ら 、 事業継続の可否等の判断が必要と なる。  

→( シビッ ク プラ イ ド 担当部長) 事業期間内に事業者が倒産し た場合は、 どのよう な対応を 考え

ているか。  

→( 観光政策課長) 応募事業者が事業期間における安定的な運営が可能であるかどう か、 事業者

選定において、経営状況や財政状況を 審査し ていく と と も に、定期的なモニタ リ ング等を行

う など、 必要な対応を図っ ていく 。 また、 事業者の破産リ スク に備えて、 除却費用分を 保証

金と し て納入さ せる等の対応も 検討する。  

○( 総務局長) 物販機能の運営方法はどのよう に考えているか。  

→( 観光政策課長) 公の施設と し て位置づけ、 指定管理制度の活用を検討し ているが、 課題事項

の整理等を 行い、 令和８ 年度に運営方法を決定する。  

○( 財政局長) 現行施設の除却費用を 令和８ 年度当初予算で要求し ているが、新施設の整備と 一

体発注を行う 中で、 除却費用の精査はどのよう に行う のか。  

→( 観光政策課長) 一体発注ではあるが、 公募時に除却費用を 提案さ せるため、 精査が可能であ

る。  

→( 財政課長) 除却費用のみで価格競争が行われるのか。  

→( 観光政策課長) 一体発注に係る総額での価格競争と なるが、 公募時に、 各費目の公費負担上

限額を提示し た上で、 事業費の提案を求めるこ と と なる。  

○( 財政局長) 観光案内所と 物販機能について、建物賃貸借契約による実施が事業の条件と なる

か。  

→( 観光政策課長) 神奈川県と 締結し た覚書において、 公用、 公共的な利用を図ると 規定さ れて

おり 、 本事業スキームにより 公共性を担保し ている。  

○( 市長公室長) 事業費の債務負担行為の期間をどのよう に設定し ているか。  

→( 観光政策課長) 現行施設の除却、 新施設の整備期間を 含め３ ２ 年間と し ている。  
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(２)結 果 

 ○原案のと おり 承認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


